
 
 
 

資料１ 
 

公共事業評価手法研究委員会および分科会について 

 
１．目的 

 平成２０年７月に国土交通省所管公共事業の事業評価実施要領を改定したことにより

「公共事業評価システム研究会」「事業評価手法検討部会」「公共事業評価手法に関する検

討会」を再編し、「公共事業評価手法研究委員会」（以下、委員会）（委員長：森地茂 政策

研究大学院大学教授）および「公共事業評価手法研究委員会分科会」（以下、分科会）（分

科会長：山内弘隆 一橋大学教授）に改組を実施した。 
評価手法について事業種別間において共通的に考慮すべき事項について、具体的内容に

ついては分科会において検討を実施し、委員会は技術指針等としてとりまとめる。  
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【【従従 来来】】
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【【H20.7H20.7以降以降】】
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２．アウトプットイメージ（案） 

 ○検討テーマに対応した統一的な技術指針等として取りまとめる。 
 ○成果は各事業の各評価手法に反映。 


